
福島県産業廃棄物処理業者エコアクション２１取得

アドバイザー派遣事業実施要領

（目的）

第１条 この要領は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に基づく「産業廃棄物処理業者

の優良性の判断に係る評価制度（以下「評価制度」という。）」の推進にあたり、評価基準に適

合するために取り組んでいる産業廃棄物処理業者（特別管理産業廃棄物処理業者を含む。以下「

処理業者」という。）で、エコアクション２１の認証・登録を目指す処理業者に対し専門的な知

識を有するアドバイザーを派遣することによりその取組を支援し、優良な処理業者の育成を図る

ことを目的とする。

（事業の対象者）

第２条 事業の対象者は、本県内に事業場又は事務所を設置し、本県の許可を有する処理業者とす

る。

（派遣の申請）

第３条 アドバイザーの派遣を受けようとする処理業者は、福島県エコアクション２１取得アドバ

イザー派遣事業実施申請書（様式第１号）を知事に提出するものとする。

（派遣の決定等）

第４条 知事は、前条の規定による申請があり、適当と認められるときは、事前に申請者に通知し

た後、アドバイザーの派遣を行うものとする。

（結果報告）

第５条 アドバイザーの派遣を受けた処理業者は、派遣を受けた日から７日以内に、その結果を福

島県エコアクション２１取得アドバイザー派遣事業実施結果報告書（様式第２－１号）により知

事に報告するものとする。

（アドバイザーの任務）

第６条 アドバイザーは、処理業者の事務所等に赴き、実地において、エコアクション２１認証・

登録に必要な指導、助言等を行う。

２ 前項の指導、助言等を実施した場合は、実施日から７日以内に、その結果を福島県エコアク

ション２１取得アドバイザー派遣事業実施結果報告書（様式第２－２号）により知事に報告す

るものとする。

（アドバイザーの派遣）

第７条 アドバイザーは、前条の事項について専門的な知識を有し、この事業の実施に関し適当で

あると認められる者のうちから、知事が依頼し、派遣するものとする。

２ 派遣の回数は、１事業者につき最大３回までとする。

（経費負担）

第８条 知事は、本事業の実施にあたり、アドバイザーに対し、謝金及び旅費を支給するものとす

る。

（庶務）

第９条 この要領に定める事務は、福島県生活環境部不法投棄対策室が所管する。

附則

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。



様式第１号

　福島県知事　様

申請者 住所

氏名 印

名称

住所

２

３

（担当者連絡先）

電話番号 Tel.

ファクシミリ番号 Fax.

福島県エコアクション２１取得アドバイザー派遣事業
実　　施　　申　　請　　書

（法人にあっては名称及びその代表者の氏名）　　　　　

　福島県エコアクション２１取得アドバイザー派遣事業実施要領に基づき、次のとおりアド
バイザーの派遣を申請します。

１ 派遣を希望する事業場等

派 遣 を 希 望 す る 年 月 日 　　　　　年　　　　月　　　　日

特 に ア ド バ イ ス を 希 望 す る 事 項 等

職・氏名

電子メールアドレス @



様式第２－１号（処理業者用）

　福島県知事　様

申請者　    住所

氏名 印

（法人にあっては名称及びその代表者の氏名）　　　　　

２

名 称

住 所

受 講 人 数

受講代表者

職

氏 名

５

６

７

（担当者連絡先）

電話番号 Tel.

ファクシミリ番号 Fax.

福島県エコアクション２１取得アドバイザー派遣事業
実　　施　　報　　告　　書

　福島県エコアクション２１取得アドバイザー派遣事業実施要領に基づき、次のとおり報告
します。

１ 実 施 年 月 日
　　年　　　月　　　日

ア ド バ イ ザ ー の 氏 名

３ 実 施 し た 事 業 場 等

４ 受 講 者

　　名

アドバイザーから得た指導、助言等の内容

今後、認証・登録に向けて取組む内容

そ の 他 特 に 参 考 に な っ た 事 項 等

職・氏名

電子メールアドレス @



様式第２－２号（アドバイザー用）

　福島県知事　様

アドバイザー　  住所

氏名 印

名 称

住 所

３ 受 講 人 数

４

５

６

福島県産業廃棄物優良処理業者育成アドバイザー派遣事業
実　　施　　報　　告　　書

　福島県エコアクション２１取得アドバイザー派遣事業実施要領に基づき、次のとおり報告
します。

１ 実 施 年 月 日
　　年　　　月　　　日

２ 実 施 し た 事 業 場 等

そ の 他 特 記 事 項

受 講 者 　　名

処 理 業 者 に 行 っ た 指 導 、 助 言 等 の 内 容

今後、処理業者が
認証・登録に向けて取組むべき内容




